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「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業補助金交付要綱 

市長が別に定める事項について 

制  定 平成３１年４月２日 

最終改正 令和 ８年４月１日 

 

 「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業補助金交付要綱第２２条の規定により、こ

の要綱の施行に関し必要な事項を以下に定める。 

 

１ 第２条第６号に規定する、別表第３（い）欄に掲げる工事のうち、市長が別に定める基準 

（い）工事種別 （ろ）補助対象工事の基準 

木

造

住

宅 

① 屋根を軽量化する工事又は建

築物の屋根構面の水平構面を構

造用合板等の設置により強化す

る工事 

・ 屋根の軽量化工事を行う場合は、下屋を含めた屋根全て（庇を

除く。）について軽量化を行うこと。ただし既に軽量化済の部分

を除く。 

・ 屋根構面を補強する場合は、構面全体を構造用合板により補

強すること。 

② 建築物の２階の床組又は小屋

組を構造用合板等の設置により

強化する工事 

・ ２階床組、小屋組の水平構面を補強する場合は、構面全体を構

造用合板により補強すること。ただし、吹抜け部分や小屋組な

ど、これにより難い部分は火打ち梁でも可とする。 

③ 土台・柱・筋交い・梁などの

端部を金物で緊結する工事 

・ 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の全部又は一部を

建築基準法施行令第４７条に定める仕様とすること。ただし、工

事部分以外の仕様が不明であるなど、同条で定める仕様となる

か確認できない場合は、一般財団法人日本建築防災協会発行の

「木造住宅の耐震診断と補強方法」で示される補強例によるこ

とでも可とする。 

④ 根継ぎ等により、土台又は柱

等の劣化、蟻害を修繕する工事、

又は、有筋の基礎を増設する工

事 

・ 根継ぎ等により土台、柱又は梁等の劣化した部材全てを健全

な状態に修繕すること。 

・ 外壁及び主要構造部の壁等の下部に基礎を新たに増設する場

合は、鉄筋コンクリート造とすること。 

・ 既存の無筋基礎を補強する場合は、鉄筋コンクリート造の基

礎を抱き合わせること。 

・ 基礎を部分的に補強する場合は、壁端部の柱から１．８ｍ以上

の基礎を補強するもの又は壁端部の柱から両側０．９ｍ以上の

基礎を補強すること。 

京

町

家

等 

⑤ 屋根を軽量化する工事又は建

築物の屋根構面の水平構面を構

造用合板等の設置により強化す

る工事 

・ 屋根の軽量化工事を行う場合は、下屋を含めた屋根全て（庇を

除く。）について軽量化を行うこと。ただし既に軽量化済みの部

分を除く。 

・ 屋根構面を補強する場合は、構面全体を構造用合板や杉板に

より補強すること。 

⑥ 建築物の２階の床組又は小屋

組を構造用合板等の設置により

・ ２階床組、小屋組の水平構面を補強する場合は、構面全体を構

造用合板や杉板により補強すること。ただし、吹抜けや小屋組な
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強化する工事 ど、これにより難い部分は火打ち梁でも可とする。 

⑦ 土壁を修繕する工事 

・ 劣化した既存の土壁を修繕する場合にあっては、全面をこそ

ぎ落し、少なくとも１枚以上の壁を塗り直すこと。 

・ 天井裏又は床下まで塗り込められていない土壁を修繕する場

合にあっては、天井裏又は床下まで土壁を塗りこめること。 

・ 下地まで劣化している場合、下地を含めて修繕すること。 

⑧ 土台又は柱等の劣化を修繕す

る工事、礎石等の基礎を補修す

る工事、又は、柱脚部に足固め、

根がらみを設置する工事 

・ 根継ぎ等により土台、柱又は梁等の劣化した部材全てを健全

な状態に修繕すること。 

・ 礎石基礎を大きなものに据え付け直し、又はコンクリートで

増し打ちすることで礎石基礎の幅を広げること。 

・ 礎石基礎の上面は、平坦で粗い仕上げとすること。 

・ コンクリートで増し打ちする場合は、割れ止めの配筋をする

こと。 

・ 構造耐力上主要な部分の柱で、柱脚部が床組等で固定されて

いない場合に、足固め又は根がらみにより固定すること。 

・ 足固め又は根がらみの材の厚さは４５ｍｍ程度以上、幅は柱

と同寸程度とし、柱脚部にボルト等で固定すること。 

 

 

２ 第２条第７号に規定する、別表第４（い）欄に掲げる工事のうち、市長が別に定める基準 

（い）工事種別 （ろ）補助対象工事の基準 

①⑦ 軒裏の防火改修工事 

・ 延焼のおそれのある部分※１の軒裏はすべて防火改修すること。 

・ 木造住宅は、建築基準法で定める４５分準耐火構造（上位の構造を

含む。）とすること。 

・ 京町家等は、防火構造（上位の構造を含む。）と同等以上の仕様と

すること。 

・ 京町家等は、伝統的な意匠に配慮すること。 

②⑧ 開口部の防火改修工事 

・ 延焼のおそれのある部分※１に存する窓のうち、一つの面※２ごとに

防火改修すること。 

・ 建築基準法で定める防火戸その他の防火設備と同等以上の仕様と

すること。 

③⑨ 長屋の界壁の防火改修工事 

・ 建築基準法で定める準耐火構造（上位の構造を含む。）の界壁のう 

ち片面を設けること。 

・ 小屋裏及び天井裏まで達していること。 

④⑩ 外壁の防火改修工事 

・ 延焼のおそれのある部分※１の外壁のうち、一つの面※２ごとに防火

改修すること。 

・ 木造住宅は、建築基準法で定める準耐火構造（上位の構造を含む。）

とすること。 

・ 京町家等は、建築基準法で定める防火構造（上位の構造含む。）と

同等以上の仕様とすること。 

・ 京町家等は、伝統的な意匠に配慮すること。 
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⑤⑪ 感震ブレーカーの設置工事 

・ 分電盤タイプで、一般社団法人日本配線システム工業会において

定められた「感震機能付住宅用分電盤規格ＪＷＤＳ０００７付２」 

のものを設置すること。 

⑥⑫ 木製防火雨戸の設置工事 

・ 大臣認定品（ＥＣ－０２５６）を利用し、建築物の周囲において

発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後 20

分間当該加熱面以外の面（屋内に面するものに限る。）に火炎を出

さないものとすること。 

※１ 延焼のおそれのある部分は隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の他の建築物との相互の外壁間の

中心線から 1階にあっては３ｍ以下、２階以上にあっては５ｍ以下にある部分とする。 

※２ 隣地側や道路側のそれぞれ同一空地に面する面とする。 

 

 

３ 第２条第８号に規定する、木造住宅又は京町家等の内部に設置する装置のうち、市長が別に定めるもの 

（い）装置の種類 （ろ）装置の基準 

耐震シェルター 
・ 京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第２条５号に定

める耐震シェルターであるもの。 

防災ベッド ・ 公的機関等の認定や試験により、性能が評価されたもの。 

 

 

４ 第１１条第６項に規定する、過去の要綱における工事種別について、市長が別に定めるもの 

 
（い）まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援 

補助金交付要綱（令和３年４月１日改正） 

（ろ）本要綱における 

工事種別 

木

造

住

宅 

① 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果１．０未満であり、耐

震改修後１．０以上となる耐震改修工事 
本

格

耐

震

改

修 

別表第２（い）欄① 

② 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果０．７未満であり、耐

震改修後０．７以上１．０未満となる耐震改修工事 
別表第２（い）欄② 

③ 耐震診断及び耐震改修設計により工事後の耐震性能が工事前よりも

向上することを建築士が確認して行う、耐震壁の設置工事又は屋根の

軽量化工事 

別表第２（い）欄③ 

④ 屋根の軽量化工事（③を除く） 
簡

易

耐

震

改

修 

別表第３（い）欄① 

⑤ 建築物の屋根構面又は２階の床組若しくは小屋組の水平構面を構造

用合板等の設置により強化する工事 

屋根構面： 

別表第３（い）欄① 

その他： 

別表第３（い）欄② 

⑥ 根継ぎ等により、土台又は柱等の劣化、蟻害を修繕する工事 別表第３（い）欄④ 

⑦ 有筋の基礎を増設する工事 別表第３（い）欄④ 

⑧ 耐震シェルターを設置する工事 耐震シェルター等設置工事 

京

町

家

⑨ 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果１．０相当未満であ

り、耐震改修後１．０相当以上となる耐震改修工事 

本

格

耐

別表第２（い）欄④ 

⑩ 補助対象建築物の構造評点が耐震診断の結果０．７相当未満であ 別表第２（い）欄⑤ 
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等 り、耐震改修後０．７相当以上１．０相当未満となる耐震改修工事 震

改

修 

⑪ 耐震診断及び耐震改修設計により工事後の耐震性能が工事前よりも

向上することを建築士が確認して行う、土壁の設置工事又は屋根の軽

量化工事 

別表第２（い）欄⑥ 

⑫ 屋根の軽量化工事（⑪を除く） 

簡

易

耐

震

改

修 

別表第３（い）欄⑤ 

⑬ 建築物の屋根構面又は２階の床組若しくは小屋組の水平構面を構造

用合板等の設置により強化し、又は杉板等により補修する工事 

屋根構面： 

別表第３（い）欄⑤ 

その他： 

別表第３（い）欄⑥ 

⑭ 根継ぎ等により、土台又は柱等の劣化、蟻害を修繕する工事 別表第３（い）欄⑧ 

⑮ 礎石等の基礎を補修する工事 別表第３（い）欄⑧ 

⑯ 土壁を塗り直す工事 別表第３（い）欄⑦ 

⑰ 柱脚部に足固め，根がらみを設置する工事 別表第３（い）欄⑧ 

⑱ 耐震シェルターを設置する工事 耐震シェルター等設置工事 

上記以外の過去の要綱における工事種別については、市長が適宜判断するものとする。 

 

 

５ 第１２条第１項、第１４条第２項及び第１６条に規定する、市長が別に定める期日 

（い）対象となる手続 （ろ）期日 

第１２条第１項に規定する交付申請 令和８年１２月２５日（金） 

第１４条第２項に規定する変更承認 令和８年１２月２５日（金） 

第１６条に規定する完了報告 

令和９年３月１日（月） 

ただし、令和７年度に第１３条第３項の規定による

変更の承認を受けた場合にあっては令和８年９月１

日（水） 

 


